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瑞 浪 市 障 害 者 活 躍 推 進 計 画 
 

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 

瑞 浪 市 長 

瑞 浪 市 教 育 委 員 会 

瑞 浪 市 消 防 長 

瑞 浪 市 議 会 議 長 

瑞浪市選挙管理委員会 

瑞浪市代表監査委員 

瑞浪市公平委員会  

瑞浪市農業委員会  

 

 瑞浪市障害者活躍推進計画（以下「本計画」という。）は、障害者の雇用の促進等に

関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第７条の３第１項の規定に基づき、瑞浪市

長、瑞浪市教育委員会、瑞浪市消防長、瑞浪市議会議長、瑞浪市選挙管理委員会、瑞

浪市代表監査委員、瑞浪市公平委員会及び瑞浪市農業委員会が策定する障害者活躍推

進計画です。 

 

第１章 計画の策定にあたって 

１．目的 
この計画は、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進」に関する取組を

総合的かつ効果的に実施することで、障がい者一人一人がその障がい特性や個性に

応じて能力を有効に発揮し、長期に定着することが出来る職場環境を築くことを目

的とします。 

 

２．計画期間 
  本計画の期間は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間としま

す。 

 

３．計画の推進体制 
  組織全体で、総合的かつ効果的に障がい者が活躍できる職場環境の整備を図るた

め、瑞浪市障害者活躍推進委員会を設置し、本計画の策定と変更、本計画に基づく

取組の実施状況と数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行います。 

また、進捗状況について、毎年ホームページ等で公表します。 
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第２章 計画の実施 

１．目標 

本計画の目的を達成するため、下記の項目ごとに目標を設定し、毎年度結果を公表

します。 

項  目 目    標 

雇 用 率 
【毎年度６月１日時点の法定雇用率】達成する 

（参考）令和元年度の法定雇用率：2.5％、本市の実雇用率：3.1％ 

定  着 【職場の配慮不足に起因する不本意な離職者】発生させない 

満 足 度 

【自身の障がいに対する配慮を「大いに感じる」又は「ある程度感

じる」と回答する障がいのある職員の割合】初年度の結果を上回

る 

【働きがいを「大いに感じる」又は「ある程度感じる」と回答する

障がいのある職員の割合】初年度の結果を上回る 

※ 初年度は実態に関するデータを収集します。 

 

 

２．具体的な取組内容 

（１）障がい者の活躍を推進する体制整備 

項  目 取 組 内 容 

組 織 面 

・総合的かつ効果的に、障がいのある職員が活躍できる職場環境の

整備を図るため、瑞浪市障害者活躍推進委員会を設置します。 

・瑞浪市障害者活躍推進委員会においては、毎年１回、計画の実施

状況の点検、見直し等を行うほか、必要な事案が生じた際には、

随時開催します。 

・障害者雇用推進者として、秘書課長を選任します。 

・障害者職業生活相談員として、秘書課秘書係長を選任します。 

人 材 面 
・障害者職業生活相談員に選任された者（選任予定者を含む。）に

は、障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させます。 
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（２）障がい者の活躍を推進するための環境整備等 

項  目 取 組 内 容 

就労環境 

の調査 

・毎年、障がいのある職員を対象とするアンケートを実施し、障が

いに対する配慮の状況、働きがい等について、調査します。 

・本人の希望があれば、障がい特性についての情報を所属長等と共

有し、適切な支援や配慮を行います。 

キャリア 

形成 

・障がいの種類や程度に配慮し、配属先や業務内容を選定します。 

・障がいの有無によって、配属先を限定しません。 

・障がいの有無によって、受講できる研修を限定しません。 

募集・採用 

・募集、採用にあたっては、以下の取り扱いを行いません。 

 (1) 特定の障がいを排除する。 

 (2) 自力で通勤できることを条件とする。 

 (3) 介助者なしで業務遂行が可能であることを条件とする。 

 (4) 特定の就労支援機関からの受入れを優先する。 

その他 

・国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

る法律に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障がい者

の活躍の場の拡大を推進します。 

・庁舎内において物販等の場を提供し、障害者就労施設等の活動の

機会を提供します。 

 

  



推 進 体 制 の イ メ ー ジ 
 

 
瑞浪市役所 

所属部署 

 

 

 

配慮   相談 

助言   報告 

所属長・上司 

障がいのある職員 

障害者活躍推進委員会 

○障害者活躍推進計画 

障害者雇用推進者 

障害者職業生活相談員 

助言・情報提供 

相談 

職業生活全般の相談 

助言・調査等 

委員 

外部機関等 

                                         等 

職場以外の日常生活、 

症状等に関する相談 
支援 

就労支援機関 医療機関 障害者就業・生活支援センター 

専門的な内容は、外部の

関係機関へ取り次ぎ等 
助言・連携等 


